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○北本市緑化推進要綱施行細則 

昭和５４年１月３０日 

告示第１２号 

改正 平成元年１１月２０日告示第１２２号 

平成５年１０月２７日告示第１６０号 

平成８年３月２９日告示第３８号 

平成１７年５月３１日告示第１０３号 

（趣旨） 

第１ この細則は、北本市緑化推進要綱（昭和５４年要綱第２号。以下「要綱」と

いう。）の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。 

（指定の基準） 

第２ 要綱第５条第１項に規定する保護地区等の指定の基準は、次の各号のとおり

とする。 

（１） 保護地区については、おおむね３００平方メートル以上の規模の区域で

あること。 

（２） 保護樹木については、次のいずれかに該当し、かつ、健全に育成してい

るものとする。 

ア １．５メートルの高さにおける幹の周囲が２メートル以上であること。 

イ その他市長が特に必要と認めたもの 

（指定通知） 

第３ 要綱第６条による通知は、保護地区等指定通知書（様式第１号）により通知

するものとする。 

（協定の締結） 

第４ 要綱第７条に規定する自然環境保全協定は、自然環境保全協定書（様式第２

号）により締結するものとする。 

（標識） 
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第５ 要綱第８条に規定する標識は、指定標識（様式第３号）によるものとする。 

（協議） 

第６ 要綱第１２条により指定解除の協議をしようとするときは、保護地区等解除

協議書（様式第４号）を提出するものとする。 

（解除の通知） 

第７ 要綱第１３条第２項による指定解除の通知は、保護地区等指定解除通知書（様

式第５号）により通知するものとする。 

（台帳の作成） 

第８ 要綱第１４条による台帳は、保護地区等台帳（様式第６号）により作成する

ものとする。 

附 則 

この細則は、公布の日から施行し、昭和５３年８月１日から適用する。 

附 則（平成元年告示第１２２号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年告示第１６０号） 

この告示は、平成５年１１月１日から施行する。 

附 則（平成８年告示第３８号） 

この告示は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則（平成１７年告示第１０３号） 

この告示は、平成１７年６月１日から施行する。 
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様式第１号（第３関係） 

様式第２号（第４関係） 

様式第３号（第５関係） 

様式第４号（第６関係） 

様式第５号（第７関係） 

様式第６号（第８関係） 

 


